
マイナンバーカードを持っているなら、確定申告はマイナポータルで 
公的年金や生命保険・医療費などの情報を事前準備で連携することで入力作業を軽減できます。 

扶養者・配偶者などの情報も代理人設定を利用して取得可能 

※確定申告の書類は電子送信の他に印刷して提出（郵送）可能 

※パソコン・スマホで作業するためにはフェリカポートが必要です。 


